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１ はじめに 

 (1) 観光振興の重要性 

   鹿児島市においては、人口減少による個人消費の減少が見込まれる中、地

域経済の活性化を図っていくためには、裾野が広い総合産業であり、本市が

優位性を持つ観光を経済成長のエンジンと位置付け、今後の個人消費の減

少分を上回る観光消費額を創出していくことが重要である。 

そのためには、今後、国内外から選ばれる持続可能な観光地づくりに向け、

都市の魅力を高め、更なる観光振興を図るための新たな施策等を継続的に

展開していくことが必要である。 

 

 (2) 財源確保の必要性 

   人口減少・少子高齢化等に伴い、市税収入の減少や社会保障関係費の増加

等の可能性が懸念されるなど厳しい財政状況が続く中にあっては、都市の

魅力を高め、更なる観光振興を図るための新たな施策等を継続的に展開し

ていくための財政需要に適切に対応する安定的かつ持続的な財源の確保を

図っていく必要がある。 

 

 (3) 検討委員会の設置 

   市においては、稼ぐ観光の実現に向け、持続可能な観光地づくりを進めて

いく上で、新たな観光財源の導入について検討を行う必要があるとの考え

から、これまで、主に宿泊税の導入自治体・・導入定定自治体※１・以下「導導入

自治体等」という。）の状況について調査研究を進めた結果、税収の規模や、

安定性・継続性等の観点から、宿泊税が最も適した確保手段であるとの認識

に至り、検討を行うこととした。 

   その検討に当たっては、多様な視点から客観的に行う必要があることか

ら、令和７年６月に鹿児島市宿泊税検討委員会以下「導検討委員会」という。）

を設置したものである。 

 

 (4) 検討の内容 

   検討委員会では、学識経験者、宿泊事業者、観光関係事業者等の多様な視

点から、まずは、宿泊税導入の必要性や妥当性について協議を行い、その必

要性等が認められたため、導入自治体等の事例や宿泊事業者へのアンケー

ト調査結果等を踏まえた制度設計等について、客観的かつ具体的な検討を

行った。 

※１）導入定定自治体：総務大臣同意済みで条例施行定定の自治体のことを指す。 
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２ 鹿児島市における観光振興の重要性 

 (1) 観光に注力する背景 

  ①人口減少に伴う個人消費の減少の見通し 

    ・導鹿児島市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」で示された将来人口

によると、令和４年以2022 年）から令和１３年以2031 年）の１０年間で

鹿児島市の人口は約１．３万人減少以毎年約 1,400 人減少）すると見込ま

れている。 

総務省の家計調査年報以令和２年・2020 年）から鹿児島市の人口１人

当たりの年間消費額を試算すると約１２０万円となっており、市の人口

が毎年約１，４００人減少した場合、個人消費も毎年約１６．８億円減少

し、令和１３年以2031 年）は、令和４年以2022 年）に比べ約１５６億円

減少する見通しである。 

 

  ②観光における経済効果 

    観光は、幅広い業種に関連し、裾野が広い総合産業であり、宿泊施設や

飲食店、土産品店、交通事業者等の観光関連事業者への直接的な消費の拡

大をはじめ、間接的な消費や雇用の創出など、地域経済全体に多大な効果

を及ぼすことが期待されている。 

    このことから、観光を経済成長のエンジンとし、今後の人口減少による

個人消費の減少分を上回る観光消費額増を創造し、経済の活性化や雇用

の場の確保につなげていくことが重要である。 

 

[個人消費減少分及び観光消費額増加分に係る推計の推移] 

 

 

 

 

 

 

  

[出所：第４期鹿児島市観光未来戦略] 
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 (2) 鹿児島市における観光に関する取組 

  ①第４期鹿児島市観光未来戦略 

    鹿児島市においては、第六次鹿児島市総合計画の基本目標の一つであ

る導魅力にあふれ人が集う 活力あるまち」づくりを観光の面から推進す

るため、指針となる・導第４期鹿児島市観光未来戦略・以計画期間令和４年度

～８年度）」を策定し、稼ぐ観光の実現に向けた各種施策を積極的に展開

している。 

本戦略では、観光を経済政策として位置付け、市民一人ひとりの幸せに

寄与するため、導訪れる人の感動・暮らす人の幸せをつくる“稼ぐ観光”

の実現」を基本目標に掲げている。 

[戦略の体系／数値目標] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：第４期鹿児島市観光未来戦略] 
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 (3) 持続可能な観光地づくりに向けた課題 

  ①鹿児島市の観光動向 

    鹿児島市の宿泊観光客数は、平成３０年に過去最高の４１０万人、外国

人宿泊観光客数については令和元年に過去最高の４９．３万人となって

いる。 

令和２年下降、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外の観光

需要は大きく落ち込んだが、令和４年１０月の水際措置の大幅緩和や全

国旅行支援の開始下降、需要は急速に回復し、令和６年における宿泊観光

客数は、コロナ前の水準まで回復したところである。観光消費額、経済波

及効果についても、宿泊観光客数と同様の傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②鹿児島市の財政状況 

鹿児島市における令和７年度の当初歳入・歳出定算額は、平成２１年

度と比べ９０９億円増加している中で、自主財源比率が１０％減少して

いることや、社会保障関係経費や都市基盤整備への対応など鹿児島市を

取り巻く喫緊の課題に対応するための施策・事業に多額の費用が見込ま

れることから、厳しい財政状況が続くものと考えられる。 
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   [歳入] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

[歳出] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③持続可能な観光地づくりに向けた課題 

    持続可能な観光地づくりに向けては、都市の魅力を高め、更なる観光振

興を図るための新たな施策等を継続的に展開していくことが必要なこと

であるが、厳しい財政状況が続く中にあっては、それらの財政需要に適切

に対応する安定的かつ持続的な財源の確保・以新たな観光財源の導入検討）

を図っていく必要がある。 
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３ 新たな観光財源 

 (1) 地方自治体の自主財源の比較検討 

   新たな観光財源となり得る地方自治体の自主財源としては、地方税、分担

金・負担金、使用料、手数料、寄附金等が考えられるが、規模、安定性・継

続性、受益と負担の観点から比較検討を行った結果、地方税が最も適当な手

段であると考えられる。 

  [自主財源の比較検討] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   さらに、課税自主権を活用した自主財源について、比較検討を行った結果、

観光振興という特定の目的を実現するための財源であることから、地方税

の中でも、受益と負担の関係が明確であり、特定の財政需要を満たすことが

可能である導法定外目的税」が最も適当であると考えられる。 

  [課税自主権を活用した自主財源の比較検討] 
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   また、観光振興を図ることを目的とした法定外目的税を検討するため、受

益と負担の関係から、負担を求める対象を導観光客等」とした。 

観光客等の観光行動に着目し、課税客体について、比較検討を行った結果、

課税客体の把握の容易性や行政コストの多寡等を総合的に勘案して、宿泊

施設への宿泊行為が最も適当であると結論に至り、新たな観光財源として、

宿泊税の検討を行うこととした。 

  [観光行動に着目した課税客体の比較検討] 
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４ 宿泊税の制度設計 

 (1) 導入目的（使途） 

   導入自治体等の傾向としては、都市の魅力を高め、持続可能な観光振興を

図るための観光資源の魅力向上やＭＩＣＥ誘致など戦略的な誘客促進、宿

泊施設の受入環境整備支援など受入環境の充実など優先度の高い新規・拡

充事業等に要する費用に充てることとしている。 

宿泊事業者へのアンケート調査結果において、望ましいと思う使途とし

ては、導鹿児島ならではの魅力を活用した体験型観光の推進」が最も多く、

次いで、導観光施設の魅力づくり」、導誘客力のある観光イベントの創出・充

実」であった。 

委員等からは、導宿泊税は目的税であることから、導入目的は具体的に表

現すべき」や導導入自治体の事例を参考に、観光振興に資する幅広い事業以ハ

ード・ソフト両面）に活用できることが分かるようにして欲しい」などの意

見があった。 

   下上を踏まえ、鹿児島市における導入目的以使途）については、次のとお

りとすることが適当であると考える。 

   ■導入目的 

     都市の魅力を高め、持続可能な観光振興を図ることを目的として、

鹿児島ならではの観光資源の魅力向上や国内外からの戦略的な誘客

促進、旅行者の受入環境の充実等に要する費用に充てるため。 

   ■使途 

     下「のような新規・拡充事業等が想定される。 

    ①鹿児島ならではの観光資源の魅力向上 

     イメージ）桜島火山学習・体験プログラム／西郷ゆかりの地・史跡

のＤＸ化／宿泊施設の高付加価値化事業への補助／ナ

イトタイムエコノミーの推進／観光施設等の魅力向上 

など 

    ②国内外からの戦略的な誘客促進 

     イメージ）ＭＩＣＥ開催支援補助金の拡充／修学旅行やエクスカ

ーションにおける交通手段への支援／映画撮影等誘致

の推進／戦略的な観光プロモーション など 

    ③旅行者の受入環境の充実 

     イメージ）宿泊事業者による受入環境の充実や生産性向上等に向

けた取組への支援／観光地へのアクセス向上に向けた

交通表示の改善／食のユニーバーサル対応の推進／ト

イレ環境の向上／通訳ガイドおもてなし推進 など 
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④その他 

     イメージ）宿泊税の賦課徴収に要する経費 など 

 

   [上記のほか、委員等からの主な意見] 

・既存事業への単なる財源の振替は控えてもらいたい。 

・直接的な誘客促進に資する事業に活用してもらいたい。 

・宿泊者数を増加させるためのプロモーション経費に活用してもら 

いたい。 

    ・消費単価の増加に資する事業へも活用してもらいたい。 

・導入目的以使途）の拡大解釈で本来の使途とかけ離れないよう明

確にして欲しい。 

 

 

[参考①：導入自治体における導入目的（使途）] 
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[参考②：導入自治体における宿泊税を活用した事業] 

  



１１ 

 

  



１２ 

 

 (2) 課税客体、課税標準及び納税義務者 

   導入自治体等の傾向としては、東京都を除く全ての導入自治体等におい

て、課税客体はホテル・旅館、簡易宿所、民泊施設への宿泊行為、倶知安町

を除く全ての導入自治体等において、課税標準は課税客体の対象となる宿

泊施設への宿泊数、全ての導入自治体等において、納税義務者は課税客体の

対象となる宿泊施設への宿泊者としている。 

   下上を踏まえ、鹿児島市における課税客体等については、次のとおりとす

ることが適当であると考える。 

   ■課税客体 

    鹿児島市内に所在する旅館業法に規定するホテル・旅館、簡易宿所又

は住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設以民泊）への宿

泊行為 

   ■課税標準 

    課税客体の対象となる宿泊施設への宿泊数 

   ■納税義務者 

    課税客体の対象となる宿泊施設への宿泊者 

 

[参考③：導入自治体における課税客体等] 
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(3) 徴収方法、特別徴収義務者及び申告納入期限 

   導入自治体等の傾向としては、全ての導入自治体等において、徴収方法は

特別徴収、特別徴収義務者は宿泊事業者又は宿泊税の徴収について便宜を

有すると認める者※２・以下「導宿泊事業者等」という。）、申告納入期限は毎月

末日までに前月分を申告納入・以一定の要件を満たす場合は、３か月ごとの申

告納入が可能）としている。 

   下上を踏まえ、鹿児島市における徴収方法等については、次のとおりとす

ることが適当であると考える。 

   ■徴収方法 

    特別徴収 

   ■特別徴収義務者 

    宿泊事業者等 

   ■申告納入期限 

    原則、毎月末日までに前月分を申告納入以一定の要件を満たす場合 

は、３か月ごとに申告納入可能） 

 

[参考④：導入自治体における徴収方法等] 

 

 

 

  

※２）宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者：全面的に経営を受託している事 
業者などのこと。 
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 (4) 税率（税額） 

   導入自治体等の傾向としては、４２自治体のうち、一律定額制の採用が 

２０自治体、段階的定額制が２１自治体、定率制が１自治体である。 

宿泊事業者へのアンケート調査結果において、適切だと考える税率以税額）

制度としては、・導一律定額制」が５２％と最も多く、次いで、・導段階的定額制」

以２４％）、導定率制」以９％）であった。 

   委員等からは、導特別徴収義務者の事務負担や分かりやすさなどを踏まえ

ると一律定額制が望ましい」や導アンケート調査結果や税収見込額等を踏ま

えると一律定額制が望ましい」などの意見があった。 

   下上を踏まえ、鹿児島市における税率以税額）については、次のとおりと

することが適当であると考える。 

   なお、課税期間・以５年間）経過後においては、税率以税額）について、導

入自治体等の傾向などを踏まえ、段階的定額制や定率制も含め、改めて検討

することが望ましい。 

 ■税率（税額） 

１人１泊につき２００円以一律定額制） 

 

   [上記のほか、委員等からの主な意見] 

    ・税率については、一律定額制を導入すべきであるが、廉価である

宿泊施設への宿泊客にとっては負担が大きいことが課題である。 

    ・今後、観光の高付加価値化を図り、多くの富裕層が来鹿されるこ

とを目指して、段階的定額制としてはどうか。 

    ・定率で課税される住民税と同様に、非住民である観光客以宿泊

客）に対しても定率で課税することとしてはどうか。 

・宿泊単価は日々の変動が激しく、定率制の場合、非常に徴収作業

が煩雑となるため定額制が望ましい。 
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[参考⑤：導入自治体等の傾向] 

 

 

 

  [参考⑥：導入自治体における税率（税額）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [参考⑦：定額制と定率制の特徴比較] 
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 (5) 免税点※３、課税免除※４ 

   導入自治体等の傾向としては、４２自治体のうち、免税点を設けているの

は１１自治体、課税免除を設けているのは３４自治体である。課税免除を設

けている３４自治体では主に修学旅行生等を対象としており、そのうち１

自治体では、スポーツ大会・文化大会に参加する児童、生徒並びに引率者も

課税免除の対象としている。 

宿泊事業者へのアンケート調査結果において、免税点については、導設け

ない方がよい」が３９％と最も多く、課税免除については、導設けた方がよ

い」が３６％と最も多かった。 

   委員等からは、・導修学旅行生等は教育活動の一環であり公益性があること

や誘致の観点から設けてよいと思う」や導特別徴収義務者の事務負担を考慮

し、まずは修学旅行生等に限定したシンプルなケースから制度を開始する

ことが望ましいのではないか」などの意見があった。 

   下上を踏まえ、鹿児島市における免税点等については、次のとおりとする

ことが適当であると考える。 

   なお、課税期間・以５年間）経過後においては、課税免除について、導入自

治体等の傾向などを踏まえ、導スポーツ大会・文化大会に参加する児童、生

徒並びに引率者」を追加することの必要性も含め、改めて検討することが望

ましい。 

   ■免税点 

    なし 

   ■課税免除 

    修学旅行に参加する児童、生徒並びに引率者 

 

   [上記のほか、委員等からの主な意見] 

・スポーツ大会等については、対象者等の範囲の特定が困難であり、

混乱を招くおそれがあるのではないか。 

 

 

 

 

 

  

※３）免税点：１人１泊あたりの宿泊料金が定められた金額未満の場合に、宿泊税が課 
されない基準額のこと。 

※４）課税免除：特定の目的や利用者に限り、宿泊税の納税義務が免除されること。 
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[参考⑧：導入自治体における免税点等] 
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 (6) 課税期間（見直し期間） 

   導入自治体等の傾向としては、全ての導入自治体において、社会情勢の変

化や財政需要、納税義務者の負担等を勘案して、条例施行後３～５年で見直

しを行っている。 

   下上を踏まえ、鹿児島市における課税期間以見直し期間）については、次

のとおりとすることが適当であると考える。 

   ■課税期間（見直し期間） 

    条例施行後５年ごと 

 

[委員等からの主な意見] 

・社会情勢の変化など想定外のことが生じた時は、見直し期間につい

ては柔軟に対応しても良いのではないか。 

 

  [参考⑨：導入自治体における課税期間（見直し期間）] 
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 (7) 特別徴収交付金※５ 

   導入自治体等の傾向としては、４２自治体のうち、納入金額の２．５％が

３０自治体、３．０％が５自治体、３．５％・４．０％がそれぞれ１自治体、

５．０％が２自治体などとなっている。うち２９自治体では、導入後５年間

に限り、通常の割合に０．５％加算するなど特例措置を設けている。 

委員等からは、・導交付率については、導入自治体等の傾向や宿泊事業者の

意見等を踏まえ決定すべきである」や導クレジットカード等の決済手数料に

加え事務手数料以税の申告納入や帳簿作成などの負担増とそれに係る人件

費増など）などを十分に考慮の上、適切な交付率となるよう検討していただ

きたい」などの意見があった。 

下上を踏まえ、鹿児島市における特別徴収交付金については、次のとおり

とすることが適当であると考える。 

 ■特別徴収交付金 

  特別徴収交付金を設ける。 

なお、交付率については、導入自治体等の傾向や宿泊事業者の意見等

のほか、クレジットカード等の決済手数料、事務手数料などを考慮の

上、適切な交付率を設定すべきである。 
 

[上記のほか、委員等からの主な意見] 

・クレジットカード等の決済手数料は概ね２．５～３．３％であるた

め、特別徴収交付金の設定に当たっては配慮してほしい。 
 
  [参考⑩：導入自治体等の傾向] 

 

 

 

 

 

  ・上記ほか、納入金額の 5.0%:2/42 自治体、交付率検討中:1/42 自治体、制度なし:2/42 自治体 

  [参考⑪：導入自治体における特別徴収交付金] 

  

※５）特別徴収交付金：特別徴収義務者の事務・経費負担軽減を図るため、納入した宿 
泊税額に応じて交付金を支給する制度のこと。 
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５ 関連事項 

 (1) 宿泊税の導入目的（使途）に適した事業への活用 

   導入自治体の傾向としては、全ての導入自治体において、宿泊税は一般会

計で管理の上、４以１）で整理した導入目的以使途）に適した新規・拡充事

業等に活用し、ホームページ等で公表している。そのうち登録ＤＭＯがある

自治体においては、自治体の他にＤＭＯにおいても、都市の魅力を高め観光

振興につながる新規・拡充事業等を検討し、その中で、導入目的以使途）に

適した事業に活用している。 

ＤＭＯ事業へ宿泊税を活用する場合、事業実施前年度にＤＭＯから自治

体へ定算案等を提出し、双方による調整・協議等を経て、事業実施年度に自

治体からＤＭＯへ補助金等を交付している。 

   また、ＤＭＯ事業について、自治体から複数の補助事業を一括して１つの

補助金として交付し、期中の状況に応じて自治体との協議の上で事業間の

流用を可能とする自治体もある。 

   委員等からは、導ＤＭＯの財源不足は大きな課題の一つであり、宿泊税の

導入で課題解決につながるのではないかと期待している」や・導地域課題にタ

イムリーかつ柔軟に対応するため、宿泊税の財源からＤＭＯへ一定の枠を

配分することが望ましいのではないか」、導宿泊税は目的税であるため、宿泊

税事業への活用にあたっては、特別会計で管理することが望ましいのでは

ないか」などの意見があった。 

   下上を踏まえ、鹿児島市における宿泊税の導入目的以使途）に適した事業

への活用については、次のとおりとすることが適当であると考える。 

   ■宿泊税の導入目的（使途）に適した事業への活用 

     市の他にＤＭＯにおいても、都市の魅力を高め観光振興につなが

る新規・拡充事業等を検討し、その中で、市とＤＭＯによる調整・協

議等を経て、導入目的以使途）に適した事業について宿泊税を活用す

べきである。 

     ＤＭＯにおける導入目的以使途）に適した事業については、市から

複数の補助事業を一括して１つの補助金として交付し、期中の状況

に応じて市との協議の上で事業間の流用を可能とする仕組みを検討

すべきである。 

また、宿泊税を活用する事業については、毎年度、鹿児島市ホーム

ページ等で公表するほか、特別会計による管理も検討するなど、使途

の明確化・透明性の確保を図るための措置を講ずるべきである。 

  

 

 

  [上記のほか、委員等からの主な意見] 

    ・宿泊税は一元的には市の財源になるものであり、直接ＤＭＯに配

分されるものではないことについては理解しているが、ＤＭＯの

活動のためにも配慮いただきたい。 

 



２１ 

 

 (2) システム等改修整備費用助成制度の要否 

   導入自治体等の傾向としては、４２自治体のうち２６自治体が特別徴収

義務者へ新たに発生するシステム等の整備費用に対し、助成制度を設けて

いる。  

下上を踏まえ、鹿児島市におけるシステム等整備費用助成制度の要否に

ついては、次のとおりとすることが適当であると考える。 

■システム等改修整備費用助成制度の要否 

助成制度を設けることが望ましい。 

 

[参考⑫：導入自治体におけるシステム等改修整備費用助成制度] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２２ 

 

 (3) 入湯税の改正の要否 

   導入自治体等の傾向としては、４２自治体のうち３自治体が宿泊税導入

に伴い、入湯税を改正している。 

入湯税を改正しなかった自治体の主な理由としては、導入湯税と宿泊税は、

導入目的以使途）、課税客体が異なるため」や導入湯行為は市民共有の地「

資源を利用するもので、相応の負担を求めることは適切であるため」などの

ようである。 

下上を踏まえ、鹿児島市における入湯税の改正の要否については、次のと

おりとすることが適当であると考える。 

   ■入湯税の改正の要否 

    宿泊税導入に伴う入湯税の改正は不要 

 

[参考⑬：導入自治体における入湯税の改正] 
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６ まとめ 

 (1) 制度設計 

項・目 制度案 

導入目的 

(使途) 

都市の魅力を高め、持続可能な観光振興を図ることを

目的として、鹿児島ならではの観光資源の魅力向上や

国内外からの戦略的な誘客促進、旅行者の受入環境の

充実等に要する費用に充てるため。 

課税客体 

課税標準 

納税義務者 

課税客体：鹿児島市内に所在する旅館業法に規定する

ホテル・旅館、簡易宿所又は住宅宿泊事業法

に規定する住宅宿泊事業に係る施設以民泊）

への宿泊行為 

課税標準：課税客体の対象となる宿泊施設への宿泊数 

納税義務者：課税客体の対象となる宿泊施設への宿泊者 

徴収方法 

特別徴収義務者 

申告納入期限 

徴収方法：特別徴収 

特別徴収義務者：宿泊事業者等 

申告納入期限：原則、毎月末日までに前月分を申告納入

以一定の要件を満たす場合は、３か月

ごとに申告納入可能） 

税率(税額) １人１泊につき２００円 

免税点 

課税免除 

免税点：なし 

課税免除：修学旅行に参加する児童、生徒並びに引率者 

特別徴収交付金 

特別徴収交付金を設ける。 
なお、交付率については、導入自治体等の傾向や宿泊事業者

の意見等のほか、クレジットカード等の決済手数料、事務手

数料などを考慮の上、適切な交付率を設定すべきである。 

課税期間 

(見直し期間) 
条例施行後５年ごと 
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(2) 関連事項 

項・目 意見案 

宿泊税の導入目

的以使途）に適し

た事業への活用 

市の他にＤＭＯにおいても、都市の魅力を高め観光

振興につながる新規・拡充事業等を検討し、その中

で、市とＤＭＯによる調整・協議等を経て、導入目

的以使途）に適した事業について宿泊税を活用すべ

きである。 

ＤＭＯにおける導入目的以使途）に適した事業につ

いては、市から複数の補助事業を一括して１つの補

助金として交付し、期中の状況に応じて市との協議

の上で事業間の流用を可能とする仕組みを検討す

べきである。 

また、宿泊税を活用する事業については、毎年度、

鹿児島市ホームページ等で公表するほか、特別会計

による管理も検討するなど、使途の明確化・透明性

の確保を図るための措置を講ずるべきである。 

システム等改修

整備費用助成制

度の要否 

助成制度を設けることが望ましい。 

入湯税の改正の

要否 
宿泊税導入に伴う入湯税の改正は不要 
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７ おわりに 

  本検討委員会では、まずは、宿泊税導入の必要性や妥当性について協議を

行い、その必要性等が認められたため、導入自治体等の事例や宿泊事業者へ

のアンケート調査結果等を踏まえた制度設計等について客観的かつ具体的な

検討を行ってきたところである。 

  これまでの協議内容を踏まえ、検討委員会として下「のとおり提言する。 

 

  １ 鹿児島市において、今後、国内外から選ばれる持続可能な観光地づ

くりに向け、都市の魅力を高め、更なる観光振興を図るための新たな

施策等を継続的に展開していくための財源として、宿泊税の導入は適

当である。 

  ２ 本検討委員会で協議した制度設計等の案を踏まえ、引き続き、条例

案や必要な定算等の措置について整理していくことが必要である。 

  ３ 特別徴収義務者となる宿泊事業者及び納税義務者となる宿泊者の理

解を得ることが重要であり、下「の取組等について実施することが必

要である。 

    ・宿泊事業者等への宿泊税導入の目的、使途及び制度の丁寧な説明

や意見聴取 

    ・宿泊者への十分な周知広報 

    ・宿泊事業者側のシステム改修やスタッフ研修など受入環境整備や

宿泊者への周知広報に必要な期間の確保 

  ４ 課税期間・以５年間）経過後においては、制度設計等について、特別徴

収義務者の意見や導入自治体の傾向等を踏まえ、必要に応じて、改めて

検討すること。 

 

  今後、鹿児島市に宿泊税が導入されることになれば、鹿児島ならではの観光

資源の魅力向上や国内外からの戦略的な誘客促進、旅行者の受入環境の充実

などの更なる推進が図られ、旅行者の満足度を高めるとともに、地域経済全体

にも大きな効果をもたらすことが見込まれる。こうした宿泊税を財源とする

各種施策の展開により、国内外から選ばれる観光地として、持続的に発展して

いくことを期待する。 

  最後に、本検討に際しご協力をいただいた宿泊事業者の皆様をはじめ、関係

各位に感謝申し上げる。 

 

令和７年●月 

鹿児島市宿泊税検討委員会  
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[参考：鹿児島市宿泊税検討委員会について] 

 １ 鹿児島市宿泊税検討委員会設置要綱 

  以設置） 

第１条 持続可能な観光地づくりに向け、新たな観光財源として、宿泊税に

ついて多様な視点から客観的に検討するため、鹿児島市宿泊税検討委員

会以下「導委員会」という。）を設置する。 

   以所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1)・宿泊税の検討に関すること。 

(2)・その他市長が必要と認める事項 

   以組織） 

第３条 委員会は、委員６人下内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

   (1)・学識経験を有する者 

   (2)・関係団体等を代表する者 

３ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

   以委員長等の職務） 

第４条 委員長は、委員会の会議以下「導会議」という。）の議長を務める。 

２ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、そ

の職務を代理する。                

 以会議） 

第５条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員下外の者に会議への出席を

求め、意見を聴くことができる。 

３ 委員長は、災害その他の事由により、副委員長、委員又は前項の委員下

外の者以下「導委員等」という。）が会議の開催場所に参集することが困

難であると認めるときその他相当と認めるときは、映像と音声の送受信

により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法又

は書面により意見を表明する方法以下「導オンラインによる方法等」とい

う。）により会議を開くことができる。 

４ オンラインによる方法等で会議に出席した委員等は、会議に出席した

ものとみなす。 

   以報償金） 

第６条 委員以行政機関の職員を除く。）が会議に出席したときは、定算の

範囲内で市長が定める報償金を支払うことができる。 

 

 



２７ 

 

   以庶務） 

第７条 委員会の庶務は、観光交流局観光戦略推進課において処理する。 

 以その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。 

付 則 

   以施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   以経過措置） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日下後最初に開

かれる会議の招集については、観光交流局観光戦略推進課において処理

する。 

 

 ２ 委員名簿 

所属 役職 氏名 備考 

鹿児島大学 名誉教授 石塚 孔信 委員長 

鹿児島市ホテル旅館組合 理事長 淵村 文一郎  

日本旅行業協会 

鹿児島県支部 

鹿児島県地区委員会 

支部長 山田 聡  

鹿児島商工会議所 会頭 岩崎 芳太郎  

鹿児島観光 

コンベンション協会 
専務理事 池田 哲也 副委員長 

九州経済研究所 
執行役員 

企画戦略部長 
藤田 聖二  

  ※敬称略。委員長及び副委員長は委員の互選により選任。 

  



２８ 

 

 ３ 検討経過 

開催回 開催日 議 事 

第１回 令和７年７月・３日 
・観光振興の重要性・財源確保の必要性 

・観光振興のための財源の検討 

第２回 ８月 25 日 ・事例等を踏まえた制度設計(案)等 

第３回 10 月 24 日 
・事例等を踏まえた制度設計(案)等 

・報告書の骨子(案) 

第４回 11 月 21 日 ・報告書以案） 

 


